
宿泊者名簿について 
 

旅館業法において、営業者は宿泊者名簿を備えることが義務づけられています。 

宿泊施設において感染症が発生した場合に、その感染経路を調査することや、テロ

等の不法行為を未然に防止することを目的としているため、宿泊者に対して名簿を正

確に記載するよう働きかけてください。 

宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認めら

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 裏面に、厚生労働省作成の案内文がありますのでご活用ください。 

外国人宿泊者向けの案内文「パスポート呈示等のお願い」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600_00001.html 
 

 
  

• 氏名、住所、連絡先

• 到着年月日、出発年月日

• 日本国内に住所を有しない外国人の場合は、国
籍、旅券番号（パスポートの写しを保管する場
合は、記載を省略できます）

宿泊者名簿の記載事項

• 旅館業の施設または営業者の事務所

宿泊者名簿を備える場所

• ３年以上保存してください（電子データでの保
存も可能）

保存期間



 


